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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月5日(2017.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークプロトコルスタックに従って形成され、セルラー基地局からオフロードさ
れるユーザデータを含む無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）パケットを受信す
るよう構成されたユーザ機器（ＵＥ）のための装置であって、
　前記ユーザデータがデータ無線ベアラ識別子（ＤＲＢＩＤ）に基づいて送信されるべき
前記ネットワークプロトコルスタックの上層に関連付けられたデータ無線ベアラの前記Ｄ
ＲＢＩＤを格納するよう構成されたメモリと、
　ベースバンド処理回路と
を備え、
　前記ベースバンド処理回路は、
　前記データ無線ベアラを識別すべく、前記ＷＬＡＮパケットの第１データユニットを処
理し、前記第１データユニットは、前記ネットワークプロトコルスタックの下層に関連付
けられ、ヘッダとデータフィールドを含み、前記ヘッダは、前記ＤＲＢＩＤを有し、前記
データフィールドは、前記ユーザデータを含む第２データユニットを有し、
　前記第１データユニットからの前記ＤＲＢＩＤ及び前記ヘッダを有さない前記第２デー
タユニットを生成し、
　前記ユーザデータを含む前記第２データユニットを前記データ無線ベアラで送信するよ
うに構成される、装置。
【請求項２】
　前記下層は、ＷＬＡＮ物理レイヤに対応する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　前記下層は、ＷＬＡＮデータリンクレイヤに対応する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記上層は、パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤに対応す
る、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記ヘッダは、予約されたビットである１または複数のビットを含む、請求項１から４
の何れか１つに記載の装置。
【請求項６】
　前記データフィールドは、可変サイズである、請求項１から４の何れか１つに記載の装
置。
【請求項７】
　前記ベースバンド処理回路は、ユーザデータオフロードを構成する無線リソース制御（
ＲＲＣ）メッセージを処理するようにさらに構成される、請求項１から４の何れか１つに
記載の装置。
【請求項８】
　前記ＷＬＡＮパケットは、ＷＬＡＮを介して前記ＵＥに前記ユーザデータを転送するた
めのイーサタイプを含む、請求項１から４の何れか１つに記載の装置。
【請求項９】
　前記データ無線ベアラは、分割ベアラである、請求項１から４の何れか１つに記載の装
置。
【請求項１０】
　無線通信システム用のユーザ機器（ＵＥ）のための装置であって、
　データ無線ベアラ識別子（ＤＲＢＩＤ）及びユーザデータを含む第１データユニットを
格納するよう構成されたメモリと、
　プロセッサと
を備え、
　前記プロセッサは、
　前記ユーザデータが前記ＤＲＢＩＤに基づいて送信されるべきパケットデータコンバー
ジェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤに関連付けられたデータ無線ベアラを識別すべく
、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）レイヤからの前記第１データユニットを
処理し、
　前記第１データユニットからの前記ＤＲＢＩＤ及び関連付けられたヘッダ情報の除去に
より、前記ユーザデータを含む第２データユニットを生成し、
　前記ＰＤＣＰレイヤに関連付けられた前記データ無線ベアラで前記第２データユニット
を送信するように構成される、装置。
【請求項１１】
　前記ＷＬＡＮレイヤは、物理またはデータリンクレイヤである、請求項１０に記載の装
置。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、ユーザデータオフロードを構成する無線リソース制御（ＲＲＣ）メ
ッセージを処理するようにさらに構成される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記データ無線ベアラは、分割ベアラである、請求項１０から１２の何れか１つに記載
の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記分割ベアラのパケットを並び替えするようにさらに構成される
、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　セルラー基地局の１または複数のプロセッサに、
　パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤからの第１パケットを
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処理する工程と、
　前記第１パケットと、前記第１パケットが関連付けられたデータ無線ベアラを識別する
データ無線ベアラ識別子（ＤＲＢＩＤ）を含む第２パケットを生成する工程と、
　ユーザ機器（ＵＥ）と前記セルラー基地局との間の無線ローカルエリアネットワーク（
ＷＬＡＮ）接続を介した前記ＵＥへの送信のために下層に前記第２パケットを提供する工
程と
を実行させるためのプログラム。
【請求項１６】
　前記第２パケットが前記データ無線ベアラに関連付けられたユーザデータを含むことを
示す前記第２パケットに対するイーサタイプを含めることを含む処理を、前記１または複
数のプロセッサにさらに実行させる、請求項１５に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記ＷＬＡＮ接続を介したユーザデータオフロードを構成する無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）メッセージを生成することを含む処理を、前記１または複数のプロセッサにさらに実
行させる、請求項１５に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記ＷＬＡＮ接続を介してパケットを送信するために前記データ無線ベアラは、分割ベ
アラである、請求項１５に記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記下層は、ＷＬＡＮ物理レイヤである、請求項１５に記載のプログラム。
【請求項２０】
　前記下層は、ＷＬＡＮデータリンクレイヤである、請求項１５に記載のプログラム。
【請求項２１】
　請求項１５から２０の何れか１つに記載のプログラムを格納するコンピュータ可読記録
媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
　本発明の根本的な原理から逸脱することなく、上に説明された実施形態の詳細に対して
、多くの変更がなされてよいことが当業者により理解されるであろう。従って、本発明の
範囲は、以下の特許請求の範囲によってのみ決定されるべきである。
［項目１］
　セルラーデータ及びコントロールトラフィックを通信するためのユーザ機器（ＵＥ）で
あって、
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ワイヤレスネットワークの無線インタフェー
スを介してセルラーコントロールトラフィックを進化型ユニバーサル地上波無線アクセス
ネットワークノードＢ（ｅＮＢ）と通信し、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）において、ＷＬＡＮポイントツー
ポイント通信リンクを介した上記ｅＮＢを有するセルラーデータトラフィックの通信のた
めに上記ｅＮＢを有する上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを確立し、
　上記セルラーデータトラフィックを上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを介
して上記ｅＮＢへ通信する回路を備えるＵＥ。
［項目２］
　上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクは一組のＷＬＡＮポイントツーポイント
通信リンクを備え、上記一組のＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクの各メンバは、
上記ｅＮＢからの制御メッセージにおいて受信されるデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）識別子
により識別される、項目１に記載のＵＥ。
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［項目３］
　上記ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するインターネットプロ
トコル（ＩＰ）レイヤの複数のＩＰパケットをカプセル化するためのレイヤ１及びレイヤ
２のパケットフォーマットに従う上記セルラーデータトラフィックを上記回路は更に通信
する項目１又は２に記載のＵＥ。
［項目４］
　上記ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するインターネットプロ
トコル（ＩＰ）レイヤの複数のＩＰパケットをカプセル化するためのＷＬＡＮトンネリン
グプロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマットに従って上記セルラーデータトラフィッ
クを上記回路は更に通信する項目１又は２に記載のＵＥ。
［項目５］
　上記ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在するパケットデータコン
バージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤの複数のＰＤＣＰパケットをカプセル化する
ためのＷＬＡＮトンネリングプロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマットに従って上記
セルラーデータトラフィックを上記回路は更に通信する項目１又は２に記載のＵＥ。
［項目６］
　上記ＷＬＡＮのネットワークプロトコルスタックにおいて存在する無線リンクコントロ
ール（ＲＬＣ）レイヤの複数のＲＬＣパケットをカプセル化するためのＷＬＡＮトンネリ
ングプロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマットに従って上記セルラーデータトラフィ
ックを上記回路は更に通信する項目１又は２に記載のＵＥ。
［項目７］
　インターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤより下又はパケットデータコンバージェンス
プロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤより下に規定されたＷＬＡＮトンネリングプロトコル（Ｗ
ＬＴＰ）トンネリングレイヤにおいて上記セルラーデータトラフィックを上記回路は更に
通信し、上記ＷＬＴＰトンネリングレイヤは、ＷＬＴＰカプセル化レイヤによりカプセル
化されたＷＬＴＰトランスポートレイヤを含む、項目１又は２に記載のＵＥ。
［項目８］
　セルラーネットワークにおけるワイヤレス通信のためのユーザ機器（ＵＥ）であって、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）接続を介して受信する無線周波数
受信機と、
　進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワークノードＢ（ｅＮＢ）によって、ユ
ーザプレーン及び制御プレーンセルラーパケットと、
　上記ＷＬＡＮ接続にわたって受信される上記ユーザプレーン及び上記制御プレーンセル
ラーパケットにおけるＷＬＡＮトンネリングプロトコル（ＷＬＴＰ）パケットフォーマッ
トを識別するベースバンドコントローラとを備え、上記ＷＬＴＰパケットフォーマットは
ＷＬＴＰパケットヘッダ及びＷＬＴＰペイロードを有する、ＵＥ。
［項目９］
　上記ＷＬＴＰパケットフォーマットは、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）／イ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）フレームに含まれ、上記ＵＤＰ／ＩＰフレームは、上記
ＷＬＴＰペイロードを含むことを示す予め規定されたＵＤＰポート値を有する、項目８に
記載のＵＥ。
［項目１０］
　上記ＷＬＴＰパケットフォーマットは、米国電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．
２規格フレームパケットヘッダにおいて含まれるイーサタイプフィールドの予め規定され
た値により識別されるイーサネット（登録商標）フレームに含まれる項目８に記載のＵＥ
。
［項目１１］
　上記ＷＬＴＰペイロードは、上記ＷＬＡＮ接続を経由して上記ＵＥと上記ｅＮＢとの間
に交換される、インターネットプロトコル（ＩＰ）パケット、パケットデータコンバージ
ェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）パケット、無線リソース制御（ＲＲＣ）パケット、又は制
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御メッセージの形式であり得る、項目８から１０のいずれか１項に記載のＵＥ。
［項目１２］
　上記ＷＬＴＰパケットヘッダは、セルラーパケットのシーケンシャルな順序を確立すべ
くシーケンス番号を含む、項目８から１０のいずれか１項に記載のＵＥ。
［項目１３］
　上記ＷＬＴＰパケットヘッダは、上記ＷＬＴＰペイロードを上記ＷＬＡＮ接続のサービ
ス品質（ＱｏＳ）を表す情報を含むものとして識別する項目８から１０のいずれか１項に
記載のＵＥ。
［項目１４］
　上記ＷＬＴＰパケットヘッダは、上記ＷＬＴＰペイロードを上記ＷＬＴＰペイロードに
ついてのデータ無線ベアラの識別子を含むものとして識別する、項目８から１０のいずれ
か１項に記載のＵＥ。
［項目１５］
　クライアントと基地局とのＹｙインタフェースにより規定されるワイヤレスローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）ポイントツーポイント通信リンクを確立する方法であって
、
　上記クライアントと上記基地局とのＵｕインタフェースを介して第１の制御メッセージ
を上記基地局から受信する段階と、
　上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを識別するための上記基地局から提供さ
れる第１の識別子を上記第１の制御メッセージから判断する段階と、
　上記基地局に第２の制御メッセージを送信し、上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信
リンクを識別するために上記クライアントにより提供される第２の識別子を提供する段階
とを備え、
　上記第１の識別子及び上記第２の識別子は、上記クライアント及び上記基地局の上記Ｙ
ｙインタフェースにより規定される上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを集合
的に識別する、方法。
［項目１６］
　ユーザ機器（ＵＥ）毎のベースで、上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクを確
立するための上記第１の識別子として、上記基地局の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレ
スを受信する段階を更に備える、項目１５に記載の方法。
［項目１７］
　上記ＷＬＡＮポイントツーポイント通信リンクは、上記クライアントの複数のデータ無
線ベアラ（ＤＲＢ）に対応する複数のＷＬＡＮポイントツーポイントリンクを有する、項
目１５に記載の方法。
［項目１８］
　複数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）に関連付けられた予め規定されたサービス品質（Ｑ
ｏＳ）パラメータの適用のために、対応する上記複数のＤＲＢへの上記ＷＬＡＮポイント
ツーポイント通信リンクを介して受信されるセルラートラフィックを上記基地局がマッピ
ングすることを許容すべく、上記クライアントから通信されるパケットヘッダ情報におけ
るＤＲＢ情報を通信する段階を更に備える項目１５に記載の方法。
［項目１９］
　上記第１の制御メッセージは、ｅＮＢでサポートされた多数のデータ無線ベアラ（ＤＲ
Ｂ）を示す無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを有する、項目１５に記載の方法。
［項目２０］
　上記Ｙｙインタフェースを介して第３の制御メッセージを送信する段階を更に備える、
項目１５に記載の方法。
［項目２１］
　実行された場合、項目１５から２０のいずれか１項に記載の方法を実装する機械可読命
令を備える機械可読ストレージ。
［項目２２］
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　項目１５から２０のいずれか１項に記載の方法を実行するための手段を備えるシステム
。
［項目２３］
　項目１５から２０のいずれか１項に記載の方法を実行するためのロジックを備えるＵＥ
。


	header
	written-amendment

